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保育士配置基準の引上げによる保育士の増員と処遇改善を求める意見書 

 

保育施設において、子どもたちの命を守り、安全を確保しながら発達を保障す

るためには、現行の保育士配置基準は不十分である。 

文部科学省は、小学校の全学年での少人数学級化を順次実施しており、2021年

度の「学校基本調査」によれば、公立小学校の１学級当たりの平均在籍児童数は

既に22.7人となっている。 

一方、小学生よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育施設では、基準制定以来

74年間、４歳児及び５歳児は子ども30人に保育士１人という配置基準のままであ

り、一度も見直されていない。 

国は今年の４月に「こども家庭庁」を設置し、今後、子育て支援策を充実し予

算も倍増すると表明しており、保育士配置基準の抜本見直しは喫緊の課題となっ

ている。 

よって、国は、必要な保育関係予算を十分確保し、下記の事項について速やか

に実施するよう強く要望する。 

 

記 

 

１  保育士配置基準を引き上げ、保育士の増員を図ること。 

２  公定価格を引き上げ、保育士等の処遇改善を図ること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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